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１．全社的な公害防止対策への取組み
・過去の法令・ルール違反問題の発生を契機に体制を強化

【別紙】４）本社ー工場との役割
分担・権限

①担当役員による環境リスクに焦点を当てた監査（2005～）
②環境安全法令遵守のための専任監査組織を本社及び工場
に設置。（2003.1）

３）監査体制の構築

①ＣＳＲ体制構築・推進。（2005.6～）
・ＣＳＲ：ＲＣ/リスク管理/社会貢献 ・ＣＳＲサポーター（２００名）

②コンプライアンスへの取組み

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ（第２版）発行・読合わせ（2006.5）【別紙】
・リスク管理体制の強化（2002.4～）

２）全社的な公害防止対
策策定

（ＣＳＲ、コンプライアンス
を含む）

①法令違反は、企業の死命を制す重大なリスクがあると認識。

・操業停止、許可の取消し ⇒ 事業継続困難

・地域社会等との関係の悪化 ⇒ 信頼失墜

②この認識は経営者、本社のみならず工場トップ・幹部も同様。

１）公害防止管理の意義
の認識

（公害法令違反と事業
リスクの認識）

事 例 等項 目

・経営トップ・工場長・管理者層と、一般従事者の意識レベルを合わせることが

今後の大きな課題。
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本社ー工場との役割分担・権限【別紙】
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本社 工場
全社的な環境安全施策の
ＰＤＣＡサイクルを本社ー
工場一体的に回す

・各工場は生産・技術部門長の組織下。部

門長は直接工場に対し指揮命令する権限

がある。（プラントの停止、改善指示等）

・安全・環境部長は工場に対し是正指導する。 ・工場長不在

また生産・技術部門長を補佐する。

・全社環境戦略・施策策定

・環境対策費の確保

・事例に基づく水平展開指示・フォロー

・環境管理、法令遵守等監査、全社教育

・ＲＣ委員会、工場長会議、環境安全会議、

技術評価会議等全社会議の開催

・トラブル等発生時の工場支援

・最新法令情報等全社への発信

本 社

・プラント停止権限は工場長にある。

・環境安全部長は工場長に対し意見具申。

また現場に対し是正指導を行う。

時は管理部長に権限を委譲。

・休日・夜間は班長が停止権限を有す。

権
限

・全社戦略・施策等の実行

・公害防止管理、対策の実行

・事例に基づく点検・水平展開の実行

・環境管理、法令遵守内部監査、教育

・工場内環境安全会議、技術評価会議等開催

・トラブル発生時の諸対応、本社への連絡

・設備対策に係る自治体への申請等

役
割
分
担

工 場
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２．工場における公害防止対策への取組み

①ﾃﾞｰﾀの取扱い

・ｵﾝﾗｲﾝ連続分析（COD,pH,NOx等）→ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑへ自動入力
・ｵﾌﾗｲﾝ分析（有害物質等）→ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑへ手入力（ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ）

・ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑによるﾄﾚﾝﾄﾞ管理（各部署で把握可）

・検査管理部、環境安全部によるﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ、監査

②ﾃﾞｰﾀの活用

・非常時体制設置（現場指揮、広報、行政対応等役割分担）

・社則に基づく本社への報告（一次報告は工場→社長）

２）測定ﾃﾞｰﾀ（一次情
報） の取扱い及び活用
（工 場内、本社への報
告）

１）工場内での公害防止
のための役割分担

事 例 等項 目

公害防止の工場施策策定（環境安全）

施設の運転、公害防止管理（施策
実行、検査・測定等）、対策実行等

（製造）
設備診断・保全 （工務）
法令教育、自治体報告・申請等

（環境安全）

日常ﾃﾞｰﾀのﾁｪｯｸ （製造、環境安全）

法令遵守・環境監査 （検査管理、環境安全）

監査結果等に基づく改善
（製造）

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

＜通常時＞

＜非常時＞

非常時体制の
役割分担に従う
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３．公害防止対策に関する従業員教育

・過去に発生させた法令・ﾙｰﾙ違反の教訓、技術の伝承問題の観点から、教育を強化

①本社：環境安全部、監査グループ、研修センター

②工場：環境安全部、製造スタッフ等

３）教育の従事者

①環境安全部：

法令・法令遵守教育、環境管理に関する教育、非常時対応

訓練等

②製造部：現場ＯＪＴ教育、非常時の措置訓練、シフトクルー
教育等 【別紙】

２）製造部門・環境安全
部門での教育内容

①全社的な法令及び法令遵守教育の実施

・本社従事者を含めた教育の義務付け、受講者の理解度は
試験で確認

・ｅラーニングによる教育体制を構築

②現場従事者のための全社研修センター＊での教育

・公害防止・法令遵守の重要性含む。

１）コンプライアンス関連
教育

事 例 等項 目

＊：研修センターは、全社の環境安全（含むコンプライアンス）・技術教育機能を有し、

２００６年度スタート
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４．利害関係者との関わり

①非常時：

近隣住民に対する広報活動を実施。

②通常時：

・地元住民を対象とした広報誌の発行と意見聴取 【別紙】

・定期的な環境安全に関する地域住民との対話 【別紙】

・地元自治会・学生等を対象とした工場見学、公害防止管理

に関する説明等

・工場定期修理時の広報活動等

３）地域住民等とのリス
クコミュニケーション

①非常時：

自治体への通報・連絡を確実に行うようにしている。

②通常時：

変更申請、条例の解釈等でのコミュニケーションはあるが、

取り組みの成果の報告や困っていることの相談については

不十分。

２）自治体とのリスクコ
ミュ ニケーション

①ＣＳＲ報告書等の発行。

②株主総会での製品やＣＳＲの取り組みについて展示。

１）ＣＳＲ等を通じた株主
とのコミュニケーション

事 例 等項 目

・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは実施しているが十分とは言えない。自治体との日常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや地

域住民等の関心事、理解力を念頭に置いた対話の充実等が必要。
６



シフトクルー教育実施モデル  Ｎｏ．１６ 

分類  ：運転技術                                                                                        改正日          ０２．４．１ 

課目名：環境保全 
    ステップ ＳＴＥＰ－１（必須） 
                    レ ベ ル シフトクルー養成 
  ５Ｗ１Ｈ    段    階 第Ａ段階 第Ｂ段階 第Ｃ段階 

  ＷＨＹ   目的・意義  

 1.プラントの排水、大気、騒音等の
   環境保全管理値を知る 
 2.プラントの環境保全設備の役割 
   を知る（廃水処理、大気汚染 
   防止、騒音防止、作業環境保全 
   設備） 
    
    

 1.環境保全設備（廃水処理、大気 
   汚染防止、騒音防止、作業環境 
   保全設備）の運転ができる 
 2.プラントの排水系統を知る 
 3.市原工場の環境保全の概略を知る 
 
 

 1.プラントの異常時、環境保全 
   設備の運転操作及び処置が出来 
   る 
 2.環境保全設備トラブル発生時の 
   処置ができる 
    
 
 

  ＷＨＡＴ  内容及び 
     解説等 

 1.プラントで該当する環境保全 
   管理値を教える 
   (1) 排水；ｐＨ、フェノール、 
             金属等 
   (2) 大気； ＳＯｘ、ＮＯｘ等 
   (3) 騒音；作業騒音値 
2.(1) 活性汚泥装置の役割を教え 
       る 
   (2) オイルセパレーターの役割 
      を教える 
     （職場によっては集塵機や排 
       煙脱硫装置の役割） 
   (3) 防音壁の役割や耳栓使用箇 
       所を教える 
   (4) 廃棄物の分類・処理方法を 
       教える 

 1.(1) 排水処理設備の運転方法を 
       教える 
   (2) 排水ｐＨの測定及び調整法 
       を教える 
   (3) オイルセパレーターの運転 
       法を教える 
   (4) ベントスクラバーの運転法 
       を教える 
 2.オイリー系（プロセスを含む排 
   水）とノンオイリー系の排水系 
   統を教える 
 3.市原工場の環境保全について知 
   る 
  （水質、大気、炭化水素、廃棄物、
    騒音、地質汚染、地下水、緑化）

     
       

     を教える 
   （職場によっては集塵機や 
     排煙脱硫装置の役割） 
 2.3 防音壁の役割や、耳栓使 
     用箇所を教える 
 2.4 廃棄物の分類・処理法を 
     教える 

     トの運転管理等を除く） 
 2.オイリー系（プロセスを含む 
   排水）とノンオイリー系の 
   排水系統を教える 
      
        

 1.2.環境保全標準の記載事項を 
     教える 
     (1) トラブル発生時の内容 
     (2) 環境保全の管理値を外れ 
         た場合の処置法 
    
      
 
 
 

 教   育   名 運転技術教育 運転技術教育 
運転技術基礎教育（環境２段階） 運転技術教育 

教育主管部課 プラント各課 プラント各課、製造部 プラント各課 

職場内 講  習 自習・実習 自習・（実習） 
技 
法 

職場外  講  義  

  テキスト名 
環境保全標準 
 

  1.プロセス運転標準 
  2.環境保全に係る社則 
  3.｢環境Ⅱ｣テキスト 
    （市原工場の環境） 

  1.2.環境保全に係る社則 
 

  ＨＯＷ 

  教育資機材、 
資料等 

 
 

  1. ＰＨ計カタログ 自プラントの 
    トラブルシューティング集 

何    時 入社～１年 入社２～４年 入社５～７年 
  ＷＨＥＮ 

時    間  ４時間（職場外）  

講    師 Ａ段階修了者 Ｂ段階修了者、環境安全Ｇ Ｃ段階修了者 
  ＷＨＯ 

対 象 者 新入社員 Ａ段階修了者 Ｂ段階修了者 

  ＷＨＥＲＥ 現  場 現場、教育センター 現  場 

修了認定及び確認 
            「製造部職場内教育要領」の各段階の修了認定基準により修了を確認し認定する 
              但し､職場外教育については「製造部職場外教育要領」修了認定基準により教育訓練ＧＬが修了 
       認定する 
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